
教職必修科目｢教育課程論｣における教材としての新聞記事の活用(その２）

教科としての道徳／｢特牙Ⅲの教科道徳」
の教科書検定基準と評価方法の策定

一教科指導としての道徳教育・授業実践の創造に向けて－
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Ｉ本稿の成り立ちと課題

２０１３（平成25）年２月２６日の教育再生実行会議「いじめの問

題等への対応について（第一次提言)」や同年１２月２６日の道徳教

育の充実に関する懇談会「今後の道徳教育の改善・充実方策につ

いて（報告）～新しい時代を、人としてより良く生きる力を育て

るために～」を受けて､中央教育審議会（以下､中教審と略記する）

は、２０１４（平成26）年１０月２１日に、「道徳に係る教育課程の改

善等について（答申)」をとりまとめている。そこでは、従来一

つの領域とされてきた道徳の教科化が提言されている。そして文

部科学省は、２０１５（平成27）年３月２７日に、学校教育法施行規

則と小･中学校学習指導要領の一部改正を行い､道徳の時間を「特

別の教科道徳」として教育課程上に位置づけることを決定して

いる。２０１５年度からは、すでに移行措置に入っており、その正

式な授業は、小学校では2０１８（平成30）年度から、中学校（中

等教育学校の前期課程を含む）では2０１９（平成３１）年度から順

次実施されることになる（特別支援学校の小・中学部についても

同様のスケジュールである)。

ただし教科指導としての道徳教育・授業を新たに創造するため

に必要な事項は、上述したような中央（国家）教育課程行政レベ

ルの審議機関において、余すところなく主題化されて、十分に語

り尽くされた、というわけでは決してない。実際に、いくつかの

重要な実践的課題のうち、とりわけ教科書検定基準と評価方法を

どうするかという問題が、２０１５年５月から2０１６（平成28）年

７月にかけて、別に設けられた公式会合に場を移して、本格的か
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つ集中的に検討されている。その成果は、次の二つの文書にまと

められている。

「『特別の教科道徳」の教科書検定について（報告)」教科用

図書検定調査審議会２０１５年７月２３日（＝「教科書検定報

告｣）

「｢特別の教科道徳」の指導方法・評価等について（報告)」

道徳教育に係る評価等の在り方に関する専門家会議２０１６

年７月２２１１（＝「指導方法・評価等報告｣）

そして本稿のⅡとmは、これら二つの文書の成立経緯や概要、

或いは要点等について、それらを取り上げた朝日新聞の記事を紹

介しながら、lllEi次整理することを課題としている。すなわちⅡで

は「教科書検定報告」について、Ⅲでは「指導方法･評価等報告」

について言及している。ただし本稿の上述箇所は、もとはと言え

ば､本学教職課程において筆者が担当する必修科目「教育課程論」

(教育職員免許法施行規則が定める「教職に関する科目」のうちで、

｢教育課程及び指導法に関する科目」の一つとして、「教育課程の

意義及び編成の方法」を取り扱うもの）の授業、半期全１５回（定

期試験を除く）のうち､主に第４回｢教科の本質とその編成｣(２０１５

～２０１６年度の場合）での活用（大学設置基準第２１条で求められ

ており、単位制度の実質化、学士課程教育の質の保証・向上、出

口管理の強化を進める上で不可欠な「授業時間外に必要な学修」

でのそれを含む）を見込んで、あくまでも学部学生（初学者）向

けの補助（或いは副）教材として作成されたものである。その執

筆意図や編集方針等の詳細は、同じ性格を持つ本誌所収の拙稿

(その１）のＩを参照願いたい。なお本誌への本稿掲載に際しては、

原版に必要な加除修正を施し、それなりに体裁を整え、ＩとⅣを

書き下ろした。
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六

Ⅱ教科用図書検定調査審議会「教科書検定報告」

上述した中教審答申では、その「２道徳に係る教育課程の改

善方策」の「（５）『特別の教科道徳』（仮称）に検定教科書を

導入する」において、「道徳教育の充実を図るためには、充実し



た教材が不可欠であり、『特別の教科道徳」（仮称）の特性を踏

まえ、教材として具備すべき要件に留意しつつ、民間発行者の創

意工夫を生かすとともに、バランスのとれた多様な教科書を認め

るという基本的な観点に立ち、中心となる教材として、検定教科

書を導入することが適当である」と述べられている。

これを受けて下村博文文部科学大臣は、２０１５年５月１９日に、

教科用図書検定調査審議会（会長、総括部会長、合同会議議長＝

杉|｣l武彦・一般財団法人運輸政策研究機構副会長／運輸政策研究

所所長、第１０部会長＝谷川増幸・兵庫教育大学大学院教授）に

対して、「特別の教科道徳」の教科書検定の実施にかかわるこ

ととして、次の二つの事項について、「審議要請」を行っている。

（１）「特別の教科道徳」の教科書の検定基準等について

（２）その他の教科書検定に関する諸課題について

また具体的な「検討事項」は、次の通りである。

（１）「特別の教科道徳」の教科書の検定基準等について

．「特別の教科道徳」の教科書検定に当たり、新たに規

定する必要がある検定基準

．「特別の教科道徳」の検定体制の充実方策

（２）その他の教科書検定に関する諸課題について

・義務教育用教科書の不合格図書の年度内再申請の見直し

・最新の状況に対応した検定申請の改善

・その他関連する制度等の改善方策

○2015年５月２０日付朝日新聞（以下、発行日のみ記す）
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道徳教科書検定、ルール作り開始文科省

２０１８年度から教科化される小中学校の道徳をめぐり、国

が教科書を検定するための基準づくりの議論が１９日、文部

科学省で始まった。７月にもまとめ、公表する見通し。これ

をもとに民間の出版社が教科書をつくって来年春にも文科省

に提出し、約１年間の検定を受ける。

検定基準は教科書検定に合格するための条件を定めたルー

七



ル。道徳は「教科外の活動」で、検定のない副教材を使って

きたが、「特別の教科」に格上げされることが昨年１０月に

決まった。この日の審議会では、基準に醗り込む内容として、

文科省が打ち出した「読み物中心から議論する道徳への転

換」という方針に沿うような項目や、「年齢に見合った内容

になっているか」などの留意事項が候補にあがった。
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○２０１５年５月２９日

道徳教科書、国の関与どこまで／文科省、検定ルール議論中

２０１８年度から正式な教科に格上げされる小中学校の道徳。

新たに教科書が導入されるのに向け、文部科学省が検定する

際のルールづくりを始めた。７月にまとまる予定の検定基準

は、どんなものになるのか。子どもの心の中にも関わる道徳

の題材を、ＩＥＩがチェックできるのか。

「単に誤字をチェックするだけか、それとも中身まで踏み

込むのか」

１９日に開かれた文科省の教科用図書検定調査審議会。委

員からは、道徳教科書の検定について根っこから問う意見が

出た。文科省の担当者は「内容も議論いただきたい」と答え

た。

文科省が想定している検定基準は、戦争賛美やいじめの助

長につながるなど、極端な記述を除外できるような項目だ。

例えば、道徳の新学習指導要領には「内容が子どもの発達段

階に合っている」「特定の考え方に偏った取り扱いでない」

といった留意事項が明記されているが、検定基準でも改めて

盛り込むことを検討する方向だ。

文科省はまた、ただ教材を読むだけでなく、「考え、議論

する道徳」を目指している。教室での議論や発表、体験学習

を促すような基準も議論される見通しだ。
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心の問題、判断難しく
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前例のない道徳教科書をどう作るのか。

発行を予定する大手教科書会社の編集担当者は「他教科と

違って、（指針となる）学習指導要領で扱うべき具体的素材

が示されていない」と難しさを明かす。内容を検討するため

に、道徳教育の研究者らに意見を聴き始めたという。

別の会社版を執筆予定の大学教授は、「いじめ問題」など

現実的な課題がテーマの物語や、偉人の言葉を紹介するなど

の案を考えている。文科省が昨年作った副教材「私たちの道

徳」が参考になるという。

「私たちの道徳」は発達段階別に４種類作られ、全国の小

中学校に配られた。それぞれ160～240ページ。偉人伝や格

言が多いのが特徴で、二宮金次郎やマザー・テレサ、女子

サッカーの澤穗希選手らが登場する。「小遣いの使い方」

「生命倫理」などのテーマを示し、子どもに議論を促す欄も

設けた。

文科省は「各社の創意工夫でより良い本を」と考え、副教

材にとどまらず、教科書導入に踏み切った。しかし、心に関

する記述の良否をどう判断するのか。検定最大の課題だ。

「扱われる素材を善悪などの価値観で判断するのは難しい。

『小中学生が見たり、読んだりして理解できる素材かどう

か」という客観的な判断になるのでは」。ある教科書会社の

編集幹部は、新たに作られる検定基準をそう予想する。「男

女平等」「国際的な配慮」……。そんな比較的、明確な尺度

だ。

約１５年前から歴史教科書を執筆する大学教授はこう語る。

「歴史学は基本知識で文科省側と共通認識があり、検定が不

満でも納得はできる。道徳は可能だろうか」。ある教材への

見方を、検定する側とされる側がどう共有するのか。「行き

過ぎると、逆にものの見方を狭めかねない」

日本家庭科教育学会の鶴田敦子・前会長も「多様な価値観

九
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三日言晉C｣峰０

三且ﾕﾕ４，i日６

そしてわずか３回（５月１９日：総会、６月２２日：総括部会・

第１０部会合同会議、７月２３日：総会）の審議で、「教科書検定

報告」がまとめられている。その「概要」の「ｌ具体の改善方

策」は、次の通りである（「２審議の経過」は省略した）。

四
○

|iJliPIJ
２０１５年夏 検定基準の作成・公表

16年春
教科書会社が検定申請

→国による教科書検定

１７年春
検定合格の教科書公表

→教育委員会などが採択

18年春 小学校使用開始

･議論や発表を通じた問題解決的な学習を採り入れる

･寸劇などの体験学習を採り入れる

･情報モラルや環境、科学技術、生命倫理など現代的な

課題を扱う

.いじめ防止のため「相互理解」などの項目を充実させ

る



(1)「特別の教科道徳」の教科書検定基準等について

○検定基準に道徳科の固有の条件として、以下の項目を

新設する。

①学習指導要領において示されている題材・活動等に

ついて教科書上対応することを求める規定について

．「内容の取扱い」に示す題材（生命の尊厳、社会参

画（中学校）、自然、伝統と文化、先人の伝記、ス

ポーツ、情報化への対応等現代的な課題）は全て教

材として取り上げていることを求める。

．「内容の取扱い」に示す「言語活動」「問題解決的

な学習」「道徳的行為に関する体験的な学習」につ

いて教科書上適切な配慮がされていることを求める。

②学習指導要領における教材の配慮事項を踏まえた規

定について

.「内容の取扱い」に照らして、ｉ）適切な教材を取

り上げていること、ｉｉ）教材の取り上げ方として不

適切なところはないこと、特に多様な見方や考え方

ができる事柄を取り上げる場合には、その取り上げ

方について特定の見方や考え方に偏った取扱いはさ

れておらず公正であるとともに、児童生徒の心身の

発達段階に即し、多面的・多角的に考えられるよう

適切な配慮がされていることを求める。

③道徳科の内容項目との関係の明示を求める規定につ

いて

・図書の主な記述と、道徳科の内容項目との関係を明

示し、かつその関係は学習指導要領に照らして適切

であることを求める。

○上記のほか、道徳科の教科書について留意すべき点と

して、例えば、国際理解や国際協調の観点から、多面

的・多角的に考えることができる教材であること、民間

発行の副読本、教育委員会等作成の地域教材、「私たち

の道徳」等の文部科学省（文部省）作成の教材等の様々
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な教材のよさを生かすこと、家庭や地域社会と連携した

道徳教育にも資するものとなることなどを示す。

○道徳科の検定体制の充実方策として、以下のような方

策を講じる。

①学校における道徳教育に精通した教員や指導主事等

を専門委員として任命し、例えば－冊の教科書につぎ

３名程度の者が調査に当たることができるようにする

こと。

②図書の内容に応じ、道徳科以外の教科に関して専門

的知見を有する者（道徳科以外の教科を担当する部会

の委員・臨時委員・専門委員その他の学識経験者等）

の協力を得ることができるようにすること。

（２）その他の教科書検定に関する諸課題について

○義務教育用教科書の不合格図書について、「図書の基

本的構成に重大な欠陥」「欠陥箇所数が著しく多い」等

の図書は翌年度再申請とするよう規定を見直す。その際、

合否の判定基準（不合格となる欠陥箇所数）も見直す。

併せて再申請図書が合格した場合、採択替えができるよ

う規定を見直す。

○検定基準や学習指導要領の改正があった場合、発行者

は新しい基準に基づいた教科書を検定申請すべきことを

規定上明確化する。（平成28年度以降の基準改正に適

用）

○このほか、ｉ）検定済図書の訂正申請と検定基準との

関係を規定上明確化、ｉｉ）審査中の適切な情報管理の徹

底（情報流出の際に当該事案の概要を文部科学省ホーム

ページで公表等)、iii）教科書記述の正確性の更なる向

上（客観的に明白な誤記、誤植、脱字の箇所数一覧表の

文部科学省ホームページでの公表等)、ｉｖ）検定手続関

係書類の見直し（様式を定める規程の一元化等）などの

改善を行う。
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○2015年７月２４日
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｢考える道徳」重視／文科省教科書検定基準案

２０１８年度以降、小中学校の道徳が正式な教科に格上げさ

れるのに向け、文部科学相の諮問機関「教科用図書検定調査

審議会」は２３日、文科省が作成した教科書検定の基準案を

了承した。問題解決や体験を重視するなど、「考える道徳教

育」を促す内容だ。

これまでの道徳は「教科外の活動」という位置づけで、国

の検定を経た教科書はなく、副読本を読むことが中心だった。

格上げで検定のルールが必要になり、３月に改訂された新学

習指導要領に沿う形で文科省が検討していた。

基準案では、教科書全体を通じて、子どもが表現力を高め

るために話し合ったり書いたりする「言語活動」や、「体験

学習」などを教員が採り入れやすくする工夫を求めた。一方

的な価値観の押しつけではなく、子どもが自分で考える授業

になるよう、教材の面から後押しする狙いがある。

教科書に掲載する物語などの題材は、生命の尊厳や伝記、

スポーツなどの幅広いテーマを扱うことにした。「礼儀」

「公正」「愛国心」など学習指導要領に決められた項目との

対応を明示することも盛り込んだ。子どもの発達段階に即し、

特定の見方に偏らない配慮も求めた。

パブリックコメントを募集したうえで検定基準は９月に正

式に決定され、教科書会社の作業が本格化。小学校向けの教

科書は１６年度、中学校向けは１７年度に検定され、それぞれ

18年度、19年度から授業で使われる。

道徳の教科化は、第１次安倍内閣で検討されたが実現しな

かった。２Ｃｌ１年に大津市でいじめを受けた中学生が自殺し

たことなど受け、１３年に安倍晋三首相肝いりの教育再生実

行会議が提言。昨年１０月に正式に決まった。

道
徳
」
の
教
科
書
検
定
基
準
と
評
価
方
法
の
策
定
（
助
川
）
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道徳教科繧書の検定基準ポイント
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準
と
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価
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法
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策
定
（
助
川
）

･読み物は生命の尊厳、伝統と文化、伝記、スポーツ、

情報化への対応などを題材に

．発達段階に即し、子どもが深く考えるために適切な教

材を

.自分の考えを基に話し合ったり書いたりする活動に適

切な配慮を

．問題解決学習や体験学習に適切な配慮を

.特定の見方や考え方に偏った取り扱いがなく、多面的

に考えられるよう適切な配慮を

．学習指導要領で示された「自律」「誠実」などの項目

との関係を明示する

多面的な見方どう配慮

「読み物道徳」から「考え、議論する道徳」へ。文科省が

教科化で打ち出した方向だ。道徳の授業が子どもの考えを縛

り、特定の価値観を押しつけるものであってはならない。検

定基準案でも、子どもたちが多面的に考えられるような配慮

を教科書会社に求めた。

それが現実の教科書でどこまで実現できるかは、なお未知

数だ。「検定を通じて政権の意向が反映されるのではない

か」との懸念もぬぐいきれない。

改訂した道徳の指導要領は、「正直、誠実」「家族愛」な

どのキーワードを設けた。基準案でも指導要領に沿い、「伝

統と文化」や「先人の伝記」などを必ず盛り込むよう求めて

いる。

だが、物事や人物の評価は一つではない】この日の審議会

でも「１人の人間があるところでは英雄、あるところでは犯

罪者とされ、簡単ではない」との声が出た□

安倍政権は昨年、教科書検定のルールを変え、「愛国心」

四
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などを盛り込んだ教育基本法の目標に照らして重大な欠陥が

あると判断される場合は不合格になるとした。道徳でどう適

用されるのか。今後、注視していく必要がある。

教
科
と
し
て
の
道
徳
／
「
特
別
の
教
科

考える道徳出版社模索／独自教材の余地話し合える題材に

２０１８年度以降、小中学校の正式な教科になる「道徳」。

その教科書検定のルールがほぼ決まり、教科書作りが本格的

に動き出す。前例のない教科書は、どんなものになるのか。

「想定の範囲内で、驚きはない」。２３日に了承された検

定基準案について、道徳の副読本を発行する出版社の担当者

は言う。

現在の「道徳の時間」では、「命を大切に」「決まりを守

る」など大切なことを物語や偉人の言葉を交えて紹介した文

部科学省の副読本「私たちの道徳」が使われている。だが、

この副読本の使用に必ずしも積極的でない教員もいるという。

このため「私たちの道徳」を参考にしつつ、どんな教員も使

いやすい教科書にする必要がある。

道徳教育に詳しい上薗恒太郎・長崎総合科学大教授（教育

学）も「採択されやすいよう、どんな先生も授業ができるわ

かりやすい物語が多くなるだろう。その分、経験や理論に裏

打ちされた独自の教材も使える余地を残すことが必要だ」と

指摘する。具体的には「いじめに対応する内容が学年ごとに

盛り込まれ、課題解決型の学習が目玉になるだろう。自己肯

定感を高めることを目標に構成し、子どもを支える教科書に

するべきだ」との考えを示した。

道徳教育が専門の別の研究者は「人間としてのあり方や生

き方について、じっくりと考えることのできる工夫」を望ま

しい教科書の条件に挙げる。「あれっと思ったり、疑問を

持つたりと子どもの興味・関心を引きつけることが大事」

そうした「考える道徳」を重視するのは、やはり道徳の副

道
徳
」
の
教
科
書
検
定
基
準
と
評
価
方
法
の
策
定
（
助
川
）
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読本を作ってきた別の会社だ□編集幹部は「－人ひとりが考

え、教室での話し合いにつながる教科書にするため、四苦八

苦している」と明かす。

別の会社の担当者は「単なる読み物集では足りない。本音

で日分を語り、自分とは違う考えを本気で受け止めることの

大事さを実感できるものでなくてはならない」と気を引き締

める。

時間の制約は、各社共通の悩みだ。ある編集者は「教科書

づくりは少なくとも１年半前から準備するが、今回は検定申

請までに１年もない。急ピッチで作業を進めている」という。

教
科
と
し
て
の
道
徳
／
「
特
別
の
教
科
道
徳
」
の
教
科
書
検
定
基
準
と
評
価
方
法
の
策
定
（
助
川
）

意識改革必要貝塚茂樹・武蔵野大教授（日本教育史）の話

検定基準からは、子どもに多面的に考えさせる教科書をつ

くりなさいというメッセージを感じる。これまでのように登

場人物の心情理解に偏った指導ではなく、子どもが話し合っ

たり考えを書いたりする授業ができる教材でなければならな

い。取り上げる読み物も死刑制度や脳死など、教員も迷うよ

うなテーマ設定が必要だろう。教科書会社にも、これまでの

スタイルを変える意識改革が求められている。

○2015年１０月１日

道徳の検定基準告示議論・体験学習を重視

２０１８年度から小中学校で教科化される道徳の教科書の検

定基準が３０日、告示された。国がチェックする際のルール

で、合格した教科書が、小学校は１８年度、中学校は１９年度

からそれぞれ使われる｡

新しい検定基準では、子どもが自分の考えを持って議論す

ることや、主体的な学習がしやすい内容にするよう求めてい

る。子ども同士が話し合ったり発表したりといった「言語活
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四
七LTiJIJJl･生命の尊厳や先人の伝記、情報化など現代的な課題を

題材に

･子どもの発達に即し、深く考えることができる教材

● 自分の考えをもとに討論したり書いたりする言語活動

に配慮

･問題解決学習や体験学習を取り入れる

･特定の考えに偏った扱いがなく、多面的に考えられる

よう配慮

･学習指導要領の項F|との関係を明示する



Ⅲ道徳教育に係る評価等の在り方に関する専門家会議「指導方

法・評価等報告」

上述した中教審答申では、その「２道徳に係る教育課程の改

善方策」の「（６）一人一人のよさを伸ばし、成長を促すための

評価を充実する」において、「道徳の時間を『特別の教科道

徳」（仮称）として位置付けるとともに、道徳教育全体の充実を

図るためには、これまでの反省に立ち、評価についても改善を図

る必要がある」と述べられている。さらにそこでは、次のように

述べられている。

「特別の教科道徳」（仮称）や学校の教育活動全体を通

じて行う道徳教育の評価について、指導要録の具体的な改善

策等については、今後、文部科学省において、更に専門的に

検討を行うことが求められる。

ただし道徳を教科化し、評価を導入することに危愼と懸念を抱

き、より丁寧な議論と慎重な対応を求める人々が、政治的信条

（スペクトル）、準拠（帰属）集団、Ⅱ上代・年齢等の相違にかか

わらず、教育関係者を含む国民大衆の中に、幅広く、しかもかな

りの割合で存在していたことは言うまでもない。このことは、も

ちろん為政者や文部科学省の側も十分に承知していた。

○２０１５年３月１９日

教
科
と
し
て
の
道
徳
／
「
特
別
の
教
科
道
徳
」
の
教
科
書
検
定
基
準
と
評
価
方
法
の
策
定
（
助
川
） 道徳教科化に意見6000件理解だけでなく自覚促せ／基準

で評価すべきでない

小中学校の「道徳」の教科への格上げに向けた省令などの

改正案に対し、5002人から5993件のパブリックコメントが

寄せられた。文部科学省によると、政策が固まる前に国民の

声を聴くこの制度で2012年度以降、文科省では３番目の多

さだったという。

２月４日から３月５日までの３０日間募った。

主な賛成意見は「マナーの悪化は大きな社会問題で、道徳

は社会生活を送る上で不可欠」「道徳心があってこそ自他の
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人権の尊重や差別問題にも向き合える」「何が大切な価値観

なのかしっかりと教える必要がある」など。反対意見は「道

徳は普段の生活、教師の人格的垂範や言葉から学ぶもの」

「教科化によって道徳に関する考え方が統一され、多様な考

え方を引き出せないのでは」などがあった。

氏名は異なるが文面は同じ意見が賛否いずれもあったとい

う。文科省はこうした点も踏まえ、賛否の割合を明示してい

ない。

このほか「子どもは道徳的価値を『理解」しただけでは変

わらない。『自覚」して初めて生き方が変化する」といった

声や、教師の指導力向上を求める声も寄せられた。

教科化に伴い、子どもは道徳性をどのくらい身につけたか

評価されることになるが、「記述式でも一定の基準等により

評価すべきでない」「評価を公表する形で行うと教師の求め

る発言をする子が増える」などの意見もあった。

下村博文文科相は１３日の会見で寄せられた意見に言及し、

「子どもにとって励ましになるような評価方法を今後詰めて

いきたい」と述べた。文科省は３月中に省令と学習指導要領

を改め、４月中にも評価のあり方についての専門家会議を設

ける予定だ。

教
科
と
し
て
の
道
徳
／
「
特
別
の
教
科

道
徳
」
の
教
科
書
検
定
基
準
と
評
価
方
法
の
策
定
（
助
川
）そして文部科学省は、（「４月中」との当初の「予定」から多

少遅れて）２０１５年５月７日に、「設置要綱」を制定し（「初等

中等教育局長決定」）、それに従って、道徳教育に係る評価等

の在り方に関する専門家会議を１３名の委員で構成している（座

長＝天笠茂・千葉大学教育学部教授、副座長＝柴原弘志・京都産

業大学教授）。「設置要綱」によれば、そこでの「検討事項」は、

次の通りである。

道徳科や学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の評価

について検討を行う。

.（１）道徳教育及び道徳科における評価について

．（２）指導要録の具体的な改善策について
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.（３）道徳教育の指導の充実方策について

.（４）その他

また同年６月１５，開催の最初の会議の「配付資料」（「資料

１０」）では、「主に検討をお願いしたい事項（案）」が、次の

ように示されている。

１．道徳教育及び道徳科における評価について

・数値ではなく、記述式で評価を記載するに当たって、ど

のような点に留意すべきか

・他の児童生徒との比較による相対評価ではなく、児童生

徒がいかに成長したかを積極的に受け止め、励ます個人

内評価、個々の内容項目ごとではなく、おおくくりなま

とまりを踏まえた評価の在り方

・これらの評価を行うに当たっての基本的な考え方や具体

的な取組例

２．指導要録の具体的な改善策について

・現在の指導要録の書式における「総合的な学習の時間の

記録」、「特別活動の記録」、「行動の記録」及び「総

合所見及び指導上参考となる諸事項」などの既存の欄も

含めた見直しの在り方について

３．発達障害等の児童生徒への配慮について

・発達障害等の児童生徒について配慮すべき観点について

４．道徳教育の指導の充実方策について

・各学校における指導の充実のための取組について（教師

用指導資料等）

○2015年１０月９日

教
科
と
し
て
の
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徳
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「
特
別
の
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科
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徳
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の
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科
書
検
定
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準
と
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価
方
法
の
策
定
（
助
川
）

教科「道徳」進む土台作り／愛国の対象「政府ではなく、歴

史・文化の共同体」

五
○

小中学校の道徳を「特別の教科」に格上げする２０１８年度

に向け、文部科学省は、教科書づくりのもとになる「学習指

導要領解説」をホームページで公開した。検定のルールを示



した「検定基準」も告示済みで、教科書づくりの土台が整っ

た。残る主な課題は、子どもの道徳`性をどう評価する力､に絞

られた。

教
科
と
し
て
の
道
徳
／
「
特
別
の
教
科

学習指導要領解説は、小中学校を通じて学ぶ「日を愛する

態度」の「国」について定義を明記した。「政府や内閣など

の統治機構を意味するものではなく、歴史的に形成されてき

た国民、国士、伝統、文化などからなる、歴史的・文化的な

共同体としての国を意味する」とした。

その上で、国を愛することは「偏狭で排他的な自国賛美で

はない」と指摘。国際社会と向き合うことが求められる我が

国の一員として、国際親善や国際貢献に努めようとする態度

につながっていることなど、指導で留意すべき点を挙げた。

教科化のきっかけとなったいじめについては、「自分より

も弱い存在があることで優越感を抱きたい」といった人間の

弱さの起因することが少なくない、と分析。「そのような弱

さを乗り越えて、自らが正義を愛する心を育むようにするこ

とが不可欠」とした。

学年段階に応じ、指導の要点を挙げている。小学１，２年

には「公正、公平な態度に根ざした言動を取り上げ、そのよ

さを考えさせる」、同３，４年は「不公平な態度が周囲に与

える影響を考えさせ、そのことがいじめにつながることを理

解させる」、同５，６年は「雰囲気や人間関係に流されない

態度を育てる」。

中学生には、「見て見ぬふりをするという消極的な態度で

はなく、不正な言動を断固として否定するほどのたくましい

態度が育つように指導」するとした。

情報モラルに関する指導の充実については、「思いやりや

礼儀に関する指導の際、インターネット上の書き込みのすれ

違いに触れたり、公徳心の指導の際にネット上のルールや著

作権などに触れたりすることが考えられる」と具体例を挙げ

ながら説明した。
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子どもがｎ分で調べたり、解決策を話し合ったりする問題

解決的な学習や、体験的な学習を採り入れるなど、指導方法

の工夫も求めた。

教
科
と
し
て
の
道
徳
／
「
特
別
の
教
科
道
徳
」
の
教
科
書
検
定
基
準
と
評
価
方
法
の
策
定
（
助
川
）

｢内面の評I111i」なお課題

文科省の審議会は７月、国が教科書をチェックする際の

ルールとなる「検定基準」を決定。「問題解決的な学習に適

切な配慮」「特定の見方や考え方に偏った取り扱いではない

こと」などの項目を盛り込んだ。文科省は一般から意見を

募ったあと、９月３０日付で基準を告示した。学習指導要領

解説と併せ、出版社が教科書をつくるための事前の材料はそ

ろったことになる。

残る大きな課題は、道徳が教科化した後、子どもが身につ

けた道徳』性をどのように評価するかだ゜

現行の「道徳の時間」は教科外の活動との位置づけで、単

独での評価はしていない。教科化した後は、５段階などの数

値ではなく、教員による記述式で評価することが決まってい

る。

子どもの内面をどう見抜き、どう評価するか。たとえば、

学習指導要領には「国や郷士を愛する心を持つ」との項目が

あるが、子どもが教員から良い評価を得るため、愛国心を

持っているように振る舞う恐れがあると指摘する声もある。

文科省は６月、評価の方法について議論する専門家会議を

立ち上げた。指導要領の個々の項目ごとに評価をしないこと

や、子ども同士を比較せず、いかに成長したかを積極的に受

け止めることなどが基本になりそうだ。年内に指針をまとめ、

公表する方針。五



道徳の教科化に向けた動き

教
科
と
し
て
の
道
徳
／
「
特
別
の
教
科
道
徳
」
の
教
科
書
検
定
基
準
と
評
価
方
法
の
策
定
（
助
川
）

(中学校は１６年春以降がいずれも１年遅れる）

道徳教育に係る評価等の在り方に関する専門家会議は、２０１５

年中に７回（６月１５日、７月１５日、８月６日、８月２８日、１０

月１３日、１１月３０日、１２月１６日）、２０１６年に入ってから３回

（２月９日、３月９日、７月２２日）、計１０回の審議を行ってい

る。その間においてもなお、道徳の教科化に対する不安や反対は、

社会や世間に依然として根強く残っていたし、評価の是非を問い、

その難しさを指摘する現場の声に至っては、むしろ大きくなって

いったようにさえ感じられる。

○２０１６年３月４日

五子どもの内面、どう評価？

子どもの心をどう評価するのか。多様な意見をどのように

尊重するのか。道徳が２０１８年度以降、小中学校で教科化さ

れるのを前に、学校現場に戸惑いが広がっている。小中学校

２０１５年

３月

６月

７月

学習指導要領を策定、公表

子どもの道徳性をどう評価するか議論を開始。年

内にもまとめ

学習指導要領解説を策定、公表

教科書の検定基準案を了承

１６年

春まで

5月

教科書会社が教科書を作成

教科書を文部省に検定申請

１７年

春ごろ
検定結果を公表

１８年

春まで

春

教育委員会などが教科書を選ぶ

教科化後の道徳の授業がスタート



教員の７割超が教科化に反対という調査結果もあり、問題点

を研究する教員グループも出てきた。教
科
と
し
て
の
道
徳
／
「
特
別
の
教
科
道
徳
」
の
教
科
書
検
定
基
準
と
評
価
方
法
の
策
定
（
助
川
）

道徳教科化、戸惑う現場

このグループは「道徳の教科化を考える会」。会は昨年２

月に活動を始めた｡

代表を務める東京東村山市立秋津東小の宮澤弘道教諭

（38）は、教員仲間との会話で道徳の話題が出た際、教科

化を知らない人がいたのに驚いた。もっときちんと考えなけ

ればと、教育学者や保護者らに呼びかけて発足。これまでに

６回、勉強会を重ねてきた。

まず教科化について話し合った。「他教科のように正しさ

を客観的に示せない」「子どもの意見が授業の狙いに沿って

画一化しないか」。懸念の声が出た。

だが教科化は決まっている。授業はどうすればいいか。案

として出たのが、教材の物語を場面ごとに区切って読んでは

話し合う「分断読み」、最後まで読まずに途中で切って意見

を言い合う「中断読み」だ。

最初に全てを読むと、子どもがF|分で考えず物語の狙いに

合わせる可能性がある。そのため、部分的に読んで考えさせ

ることで、多様な意見を交換できるようにするのが目的だ。

メンバーの一人、東京都杉並区立丼荻小の佐藤由希教諭

（28）は１月下旬、１年生に分断読みの授業をした。教材

は「はしの上のおおかみ」。オオカミは一本橋を渡る他の動

物の邪魔をしていたが、ある日、熊に抱きかかえられて先に

通してもらったのを機に、心を改める－という物語だ。

結末を知らせず、オオカミの気持ちを場面ごとに問うと、

様々な声が出た。「俺様（オオカミ）を抱っこできるやつが

いたとはびっくりだ」「優しい熊さん」「皆に謝ろう」

佐藤教諭は道徳の授業が好きだという。「子どもの思いや

考えが出て、教員の児童理解や子どもの相互理解につなが

五
四



る」

だが、この教材のテーマは「親切」。「授業法をさらに工

夫する必要があると思うが、結局は『親切」をどう考えたか

を基準に評価することになってしまうのでは」。心配は消え

ない。

宮澤教諭は「教科化には愛国心など教える内容への批判が

あるが、子どもの内面を評価することの問題を考えていきた

い」と話す。

考える会は教科化の問題点や授業の記録を２月、パンフ

レット「できるのかな？『特別の教科道徳」」にまとめた。

パンフはＡ５版32ページで、１部１５０円。問い合わせは|司

会（infOdoutoku@gmailcom）へ。

教
科
と
し
て
の
道
徳
／
「
特
別
の
教
科

道
徳
」
の
教
科
書
検
定
基
準
と
評
価
方
法
の
策
定
（
助
川
）

小中教員、７割超が反対研究者調査

北海道教育大、愛知教育大、大阪教育大、東京学芸大の研

究者たちは昨年８～９月、国の政策への賛否を全国の公立小

'二Ｉ１高の教員を対象に調べ、5373人から回答を得た。道徳の

教科化に「反対」「どちらかといえば反対」と答えたのは小

79％、中76％、高56％だった。

現在、「道徳の時間」は小中で教科以外の活動として年

35時間程度を標準に行われている。副読本を使い、数値で

示す評価はない。今後、道徳は小学校で１８年度から、中学

校で１９年度から「特別の教科」に格上げされる。文部科学

省は、従来の道徳の授業は物語の登場人物の心情理解に偏り

がちだったとして、「考え、議論する道徳」への転換を掲げ、

学習指導要領を改正。新たな教科書の検定基準も示した。

教科化の動きに、現場の反対が根強いのはなぜか。４大学

の調査の研究代表を務める子安潤・愛知教育大教授は「教師

たちと実際に話すと、『内面をどこまで評価してよいか」

『教科書の導入で授業の自由度が狭まるのでは」との声が多

い。評価を文章で記述するやり方も負担を感じさせている」

五
五



と話す。

文科省では現在、評価方法を検討する専門家会議が審議中

だ。他の子どもとの優劣ではなく、その子の成長を多面的に

見て、記述式で評価する方針。授業中の発言や記述を記録す

る方法など様々な評価方法について議論しており、今月中を

めどに報告をまとめる予定だ。

教
科
と
し
て
の
道
徳
／
「
特
別
の
教
科

そこで文部科学省は、２０１６年６月１７１１に、「『道徳』の評価

はどうなる？？」という文書を公表している。その冒頭では、次

のようなやりとりが行われている。

Ｑ：道徳が「特別の教科」になり、入試で「愛国心」が評

価されるというのは本当ですか？道徳が評価されると、本音

が言えなくなり、息苦しい世の中にならないか心配です。

Ａ：道徳科の評価で、特定の考え方を押しつけたり、入試

で使用したりはしません。「特別の教科道徳」では、道徳

的な価値を自分のこととしてとらえ、よく考え、議論する道

徳へと転換し、特定の考え方に無批判で従うような子供では

なく、主体的に考え未来を切り拓く子供を育てます。

○２０１６年６月１７日

道
徳
」
の
教
科
書
検
定
基
準
と
評
価
方
法
の
策
定
（
助
川
）

道徳評価入試使わず／文科相が明言「なじまない」

２０１８年度から順次教科に格上げされる小中学校の道徳に

ついて、馳浩文部科学相は１７円の記者会見で「評価は入試

になじまず、入試で活用したり内申書に記載したりしない」

と述べた。民進党の長妻昭代表代行が自身のホームページで

「中学受験、高校受験の内申書に入ると決まってしまった」

と話す動画を公開しており、これに反論した形だ。

馳文科相は動画についての記者からの質問に対し、「入学

者選抜とはなじまない」と２月の衆院予算委員会で答弁した

ことを紹介。こうした考えを、都道府県などの教育委員会に

「周知、指導する」とした。また、道徳の学習内容に含まれ

五

六



る「国や郷士を愛する態度」については「個別の内容項目の

評価はしないので、愛国心を評価することはない」とも話し

た。

道徳は現在、教科外の活動の扱いで、他教科のような成績

評価はなかった。文科省は教科化後の評価は数値ではなく文

章で行う方針を示している。

教
科
と
し
て
の
道
徳
／
「
特
別
の
教
科

○２０１６年６月１８日

道徳教科化に伴う評価／内申書に記載せず文科省方針

道
徳
」
の
教
科
書
検
定
基
準
と
評
価
方
法
の
策
定
（
助
川
）

文部科学省は１７日、２０１８年度から順次、小中学校で教科

に格上げされる道徳について、評価結果を「入試には使いま

せん」とする文書をホームページで公表した。高校入試など

で提出する内申書に評価を書かない方針を示したものだ。

公表したのは「「道徳」の評価はどうなる？？」と題した

文書。教科化にともなって始まる評価について、「数値で評

価して他の子と比較したり、入試で活用したりしません」と

し、「成長の様子を丁寧に見て、記述による『励まし、伸ば

す」積極的評価を行います」と説明している。

また、「国や郷士を愛する態度」などの学習内容について

「個別の内容項目の評価はしないので、愛国心を評価するこ

となどあり得ません」ともしている。

いまの道徳の時間は教科外の活動とされ、他教科のような

評価はない。文書ではこの点について「教科書や評価がなく、

他教科に比べ軽視されがち」とし、「考え、議論する道徳」

に転換することを明示している。

現在、文科省の有識者会議が道徳の評価について議論して

おり、評価を入試に使わないよう７月に提言する見込み。文

科省はこの提言に沿って都道府県教委などに通知を出し、指

導する方針だ。

文科省によると内申書は、公立高校入試なら都道府県教委

五
七



が様式を決定。中学教員が、評価をまとめた個々の「指導要

録」に基づいて記入し、入試の合否判定に使われる。

これについて、民進党の長妻昭代表代行が１０日、自身の

ホームページで「教委の判断では中学受験、高校受験の内申

書にも入る」と主張する動画を公表。馳浩文科相が１７日の

記者会見で「入試で活用したり内申書に記載したりはしな

い」と反論していた。

教
科
と
し
て
の
道
徳
／
「
特
別
の
教
科

そして道徳教育に係る評価等の在り方に関する専門家会議は、

当初の予定からは大幅に遅れてしまったものの、最後の会議で

「指導方法・評価等報告」をとりまとめている（２０１５年１０月９

日の時点では、「年内」を見込んでいたようであるが、それどこ

ろか、２０１６年３月４日の時点で言う「今月中」、年度内にも間

に合わなかったため、結局年度をまたぐことになった。同年６月

１７日になってようやく、「７月開催予定の会議において議論を

まとめた上で、都道府県教育委員会等に周知・指導します」とい

う予告がなされ、実行に移された。さらにこれを受けて、直後の

７月２９日には、「学習指導要領の一部改正に伴う小学校、中学

校及び特別支援学校小学部・中学部における児童生徒の学習評価

及び指導要録の改善等について（通知）」が出され、「各設置者

における指導要録の様式の設定に当たっての検討に資するための

指導要録の「参考様式」」が示された）。その「概要」の「道徳

科における評価の在り方」は、次の通りである（「道徳科の指導

方法」、「発達障害等のある児童生徒への必要な配慮」、「条件

整備」は省略した）。

【道徳科における評価の基本的な考え方】

○児童生徒の側から見れば、自らの成長を実感し、意欲

の向上につなげていくものであり、教師の側から見れば、

教師が目標や計画、指導方法の改善・充実に取り組むた

めの資料。

○道徳科の特質を踏まえれば、評価に当たって、

・数値による評価ではなく、記述式とすること、

道
徳
」
の
教
科
書
検
定
基
準
と
評
価
方
法
の
策
定
（
助
川
）

五
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・個々の内容項口ごとではなく、大くくりなまとまり

を踏まえた評価とすること、

・他の児童生徒との比較による評価ではなく、児童生

徒がいかに成長したかを積極的に受け止めて認め、励

ます個人内評価（児童生徒のよい点を褒めたり、さら

なる改善が望まれる点を指摘したりするなど、児童生

徒の発達の段階に応じて励ましていく評価）として行

うこと、

・学習活動において児童生徒がより多面的・多角的な

見方へと発展しているか、道徳的価値の理解を自分自

身との関わりの中で深めているかといった点を重視す

ること、

・道徳科の学習活動における児童生徒の具体的な取組

状況を一定のまとまりの巾で見取ること

が求められる。

【道徳科の評価の方向性】

○指導要録においては当面、一人一人の児童生徒の学習

状況や道徳性に係る成長の様子について、発言や会話、

作文・感想文やノートなどを通じて、

・他者の考え方や議論に触れ、自律的に思考する中で、

一面的な見方から多面的・多角的な見方へと発展して

いるか（自分と違う意見を理解しようとしている、複

数の道徳的価値の対立する場面を多面的・多角的に考

えようとしている等）

・多面的・多角的な思考の中で、道徳的価値の理解を

自分自身との関わりの中で深めているか（読み物教材

の登場人物を自分に置き換えて具体的に理解しようと

している、道徳的価値を実現することの難しさをIfl分

事として捉え考えようとしている等）

といった点に注目して見取り、特に顕著と認められる具

体的な状況を記述する、といった改善を図ることが妥当。

教
科
と
し
て
の
道
徳
／
「
特
別
の
教
科

道
徳
」
の
教
科
書
検
定
基
準
と
評
価
方
法
の
策
定
（
助
川
）
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○評価に当たっては、児童生徒が－年間書きためた感想

文をファイルしたり、１回１回の授業の中で全ての児童

生徒について評価を意識して変容を見取るのは難しいた

め、年間３５時間の授業という長い期間で見取ったりす

るなどの工夫が必要。

○道徳科における学習状況や道徳性に係る成長の様子の

把握は、「各教科の評定」や「１１}欠の記録」等とは基本

的な性格が異なるものであることから、調査書に記載せ

ず、人学者選抜の合否判定に活用することのないように

する必要。

○２０１６年７月２３日

教
科
と
し
て
の
道
徳
／
「
特
別
の
教
科
道
徳
」
の
教
科
書
検
定
基
準
と
評
価
方
法
の
策
定
（
助
川
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道徳評価は記述式／文科省の会議教科化向け了承

小中学校の道徳が２０１８年度から順次教科に格上げされる

のを受け、文部科学省の専門家会議は２２日、子どもを評価

する方法についての報告書案を了承した。評価のポイントと

して「自分と違う意見を理解しようとしたこと」などを挙げ、

子どもがどれだけ成長したかを授業中の発言や感想文などを

もとに把握。他の子と比べず、数値ではなく記述式で評価す

る。

発言・感想文で成長把握

報告書案は、スピーチや発表などで内面を把握する工夫も

あると提案。発言や文章表現が苦手な子どももいるため、教

員や他の子どもの話を聴く様子にも着目するよう求めた。

評価のポイントでは「道徳的価値の対立がある場面で行動

を多角的に考えようとしている」「教材の登場人物を自分に

置き換え理解しようとしている」なども例示。評価結果は

「入試の合否判定に活用することのないようにする必要があ

る」と釘を刺した。

六
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文科省によると教員は通知表のもとになる「指導要録」に

評価結果を書き込む。文科省は近く、道徳の評価の欄を新た

に設けた指導要録のひな型を作り、各教委に通知。今回の報

告書も配り、学校に届けてもらう予定だ。

教
科
と
し
て
の
道
徳
／
「
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教員「枠にはめる」懸念も

多くの教員が「心の評価」に難しさを訴える。

「いろんなご先ぞざまやとうさんかあさんのいのちがあっ

てこそ、わたしはいきているんだなとおもいました」。広島

県の呉市立呉中央小学校で昨年度、３年生が道徳の授業後に

書いた感想文だ。教員は児童にこんな評価をつけた。「自分

自身の命のつながりや尊さについて思いを深めることができ

た」

同校は県の研究指定校だった２０１４～15年度、評価方法な

どについて全国に先んじて検討を重ねてきた。学んだことに

ついて児童に書かせ、それらを参考に教員が文章で評価した。

文科省が今回示したのと同様、記述から成長点を見つける方

法だ。

教員は「心の成長に気づけた」などと話したといい、研究

リーダーだった浅木森文恵教諭は「評価するからこそ、教員

の意識が高まって授業が向上した」と言う。

一方、東京都内では、昨年２月から各地の小学校教員らで

つくる「道徳の教科化を考える会」が、８回の学習会を重ね

てきた。

「人格に踏み込んで評価して良いのか」「子ども

が教員の狙いに合わせて意見を言うようにならない

か」－．会の呼びかけ人である東村山市立秋津東小の

宮澤弘道教諭（３９）は「学習指導要領の求める『正

直、誠実」「国や郷士を愛する態度」などの価値観を軸

に、子どもを枠にはめて見ざるを得なくなる」と懸念する。

各地の道徳担当教諭らでつくる全国小学校道徳教育研究会
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が昨秋、全国の研究指定校109校を抽出調査したところ、教

科化に向けた課題に「評価の方法」を挙げたのは，０４校に

上った（複数回答）。「初めてのことで戸惑いはある。慣れ

るまで時間はかかるかもしれない」と研究会の鈴木政博．調

査部長は話す。

《通知表の記入文例付》・教員向け指導書を発行する明治

図書（東京都）は今年２月、道徳授業の「完全ガイド」とう

たった本を出版した。全体の４分の1は評価文例の説明だ。

「お家の人からのメッセージをじっくりと読んでいました。

家族の大切さがよくわかっている証拠です」（小学校低学

年）、「不公平やえこひいきのない人間関係が大切と気づき

ました」（中学校）－．文例は執筆した大学教員らが作った□

同社教育書部門編集部の担当者は説明する。「見本があった

方が先生方もイメージしやすいと思った。このまま貼り付け

れば良いわけではありません」
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評価のためにどんな工夫をするか（例）

･学習過程や成果の記録をファイルに集める

.授業中の発言や記述をエピソードとして集積

･論文やプレゼンテーションといった実演を通じ把握

.１回の授業で全ての子を見るのではなく、年間を通じ

て把握

･子どもが１年間書きためた感想文を見る

．評価の視点や集める資料について校内で共通認識を持

つ

’
一
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「道徳の授業が教科になるんだね」／小学校は１８年度、中

学は１９年度から。評価が始まる（「いちからわかる！」

欄）
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コブク郎：道徳の授業で成績をつけるの？

Ａ：小学校で２０１８年度、中学で１９年度から、今は「教科

外の活動」という扱いなのが教科に格上げされる。それで、

子どもが授業を通じてどのくらい成長したか評価が始まるん

だ。５段階など数値ではなく文章で記述する方式で、文部科

学省は「「成績」ではない」と言っているよ。

．：そもそもなんで教科になるんだつけ。

Ａ：第１次安倍政権の「教育再生会議」が０７年に提案し

た。このときは実現しなかったが、１１年に大津市でいじめ

を受けた中学生が自殺したことをきっかけに第２次安倍政権

の「教育再生実行会議」が再提案。文科省の審議会も授業を

充実させる必要があると判断し、１４年１０月に記述式評価を

する「特別の教科」にすることを決めたんだ。

．：どう変わるの。

Ａ：これまでは道徳の時間についての評価はなかったけど、

教科化で通知表に教員の評価が書きこまれることになる。国

がチェックした教科書も使われるようになる。

．：評価を始めることで心配なことは？

Ａ：道徳の内容には例えば「国や郷士を愛する」という項

目もある。大人が子どもの愛国心を測っていいか、という不

安の声があった。文科省は「個別の項目ごとに評価しないの

で愛国心を評価することはあり得ない」と言っている。高校

入試で提出する内申書に書かれることで、合否の判断材料に

されるという心配もあったけど、内申書に書かないように求

めている。

．：教科になる準備は終わったのかな。

Ａ：教科書の準備が残っている。今年５月、教科書の出版

社が小学校分を文科省に申請した。来春にチェックの結果が
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公表され、その後、教育委員会などが、どの出版社のを使う

か選ぶんだ。教
科
と
し
て
の
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「
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別
の
教
科

道徳、こう変わる

位置づけ：教科外の活動→特別の教科一

指導方法：教材を読むのが中心→議論や体験活動が中心

教材：副読本など→検定教科書

評価：なし→数値ではなく文章で評価

教科化のスケジュール（予定を含む）
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13年２月：教育再生実行会議が教科化を提言

１５年３月：教科化する学習指導要領が固まる

16年７月：道徳の評価方法が固まる

１７年春：小学校で使う教科書の検定が終了

１７年夏：教育委員会などが教科書を選ぶ

18年春：小学校で道徳が教科に

（中学校は17年春以降の予定を１年遅れで実施）

○２０１６年７月２４日

小中学校の道徳教科にすべきではない（「社説」欄）

子どもの内面が評価できるのか。多様な価値観を認める教

科書が生まれるのか。

いずれも疑問をぬぐえない「道徳」はやはり教科にすべ

きではない。

文部科学省は、小中学校の道徳を２０１８年度以降に教科化

する方針だ。同省の専門家会議が、指導方法や評価のあり方

について報告をまとめた。

昨年、学習指導要領を変えて教える内容を定め、教科書検

六
四



定の基準を決めたのに続くものだ。これで「特別の教科」の

枠組みが出そろったことになる。

道徳の教科化は大津市のいじめ事件を受け、政府の教育再

生実行会議が子どもの規範意識などを育てるために提言した。

これに対して文科省は、読み物の登場人物の心情理解ばか

りの「読み物道徳」から、「考え、議論する道徳」への転換

を目指すという。

ものごとを多面的、多角的に考え、話し合うことは大切だ。

専門家会議の報告は授業法としてグループで話し合い、役

割演技をして考える方法などを挙げた。だが、そのために教

科という形が必須だとは思えない。

評価について専門家会議は子ども同士を比べず、その子が

いかに成長したかを数値ではなく記述式で表現し、入試の合

否判定には使わない方針を示した。

具体的な方法として感想文をファイルする、授業中の発言

を集めるなどの例を挙げている。

発言や書くことが苦手な子の場合は、話に聴き入り、考え

を深めようとする姿勢に注目することが重要だとした。

心の値踏みになりかねない危うさに一定の考慮をしたとい

える。だが評価の難しさは記述式でも変わらない。内面を知

るには外に現れた言葉や態度を見るしかない。しかも学級全

員が対象だ。どこまで可能だろうか。

その大変さを見越したかのように、評価の記述の文例集が

すでに出版されている。

文科省は２年前に検定ルールを変えた。「国を愛する態

度」などを盛り込んだ教育基本法の目標に照らし重大な欠陥

があると判断されれば不合格になる。

運用次第では、愛国心を教え軍国主義教育を担った戦前の

国定教科書に近づきかねない。

道徳が70年以上教科にならなかったのは、教科書を使い、

評価することが心のあり方への介入となる懸念があったから

だ。
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その慎重な配慮を捨て、なぜ今、子どもの心を評価せねば

ならないのか。来春に公表される検定結果にも目をこらした

い。

教
科
と
し
て
の
道
徳
／
「
特
別
の
教
科

Ⅳまとめと今後の課題

本稿では、「特別の教科道徳」の教科書検定基準と評価方法

のそれぞれにかかわる二つの公的な会議での議論の内容について、

それを取り上げている朝日新聞の記事を参照しながら、順次整理

してきた。もちろん教科としての道徳を実践する上での重要な課

題は、上述した二点に尽きる、というわけでは決してない｡むし

ろそれらはいずれも、ほぼ省内限定で、クローズドに取り扱われ

てきた経緯があり、対応する二つの文書にしても、いわば制度・

政策レベルの決定事項として、一方的にリリースされ、垂直的に

降下していった感が否めない。しかし教育改革の議論は、相互批

判を忌避することなく、ただしそればかりに終始せず、よりオー

プンかつ建設的に行われるべきであり、最終的には、学校・教室

での実践の事実に即して、リアリティーと当事者の実感と検証を

伴いつつ、現場に近いところで進められて、新しい教育実践の創

造という形で決着することが本来の姿である。

また「何を教えるか」であれば、教科書が最も基本的な教材で

あり、その内容をきちんと教えることが大切であることは確かで

あるにせよ、その補充として、個々の教師が、目の前の子どもの

実態に合わせて、独自の新しい教材や教具を自主的に作成する、

或いはより魅力的なものを選定するという発想が極めて重要であ

るし、「どう教えるか」は、どのような道具や素材を使って、ど

のような環境の下で、どのような手法を用いて（この）子どもの

学びを支援し、心の成長を促すか、という具体的な問いにまで変

換されることが望ましい。「何をどう評価するか」では、アイス

ナー（ElliotWEisner）の教育評価論で提唱されている有名な概

念を用いて言えば、教師の鑑識眼（educationalconnoisseurship）

と批評（educationalcriticism）の力量に対する信頼を基盤とし

て（１）、対象、観点、方法、表現の選択可能性、ないし多様性が、
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川
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他教科のケースに比して、ある程度幅広く認められてよいだろう。

道徳の教科化、すなわち「特別の教科道徳」の新設が、道徳教

育の充実に向けた有力な契機となるためには、学校と教師に許さ

れた自由裁量の余地を決して狭めてはならない。

ところで本稿では、高等学校のことは、完全に考察の埒外に置

かれている。確かに2009（平成２１）年３月に告示された高等学

校学習指導要領には、道徳の時間についての規定は見られない。

その「第１章総則」では、次のように述べられている（「第１

款教育課程編成の一般方針」の⑳(2)。

学校における道徳教育は、生徒が自己探求と自己実現に努

め国家・社会の一員としての自覚に基づき行為しうる発達の

段階にあること考慮し人間としての在り方生き方に関する教

育を学校の教育活動全体を通じて行うことにより、その充実

を図るものとし、各教科に属する科目、総合的な学習の時間

及び特別活動のそれぞれの特質に応じて、適切な指導を行わ

なければならない。

しかし茨城県では、２００７（平成１９）年度から、「生徒一人一

人が道徳的価値や人間としての在り方生き方に関する自覚を深

め、:豊かな心を育て、未来に向けて人生や社会を切り拓いていこ

うとする道徳的実践力を高める」ことを「目標」として、すべて

の県立高校で道徳が必修化されている（「第1学年（年次）の

全生徒に、『総合的な学習の時間」で「道徳」を１単位（35時

間）行う。名称は『道徳」とする」）(3)。また東京都は、同じ

く2007年度から、都立高校に通うすべての生徒に対して、「奉

仕活動の理念と意義を理解させ、奉仕に関する基礎的な知識を

習得させるとともに、社会貢献を適切に行う能力と態度を育て

る」ことを「目標」とする学校設定教科・科目「奉仕」を一種の

サービス・ラーニングとして履修させており（卒業までにｌ単位

／35単位時間以上、うち少なくとも半分は「奉仕体験活動」に

配当、総合的な学習の時間での代替可）（４）、さらに２０１５年度

からは、「急激な社会の変化に伴い、一人一人が自らの人生観や

価値観を形成し、他者と対話し協働しながら、よりよい解決策を
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生み出していくことが、一層重要になっている。このため、教科

『奉仕」を発展させて、新しい教科を開発し、体験活動や演習を

取り入れて、道徳教育とキャリア教育の一体化を図る」という

「趣旨」で、「道徳'性を養い、判断基準（価値観）を高めること

で、社会的現実に照らし、よりよい生き方を主体的に選択し行動

する力を育成する」ことを「目標」として、「人間としての在り

方生き方に関する新教科『人間と社会（仮称）」」の試行実施を

開始、２０１６年度からは、全面実施に移行している(5)。そして

次期学習指導要領では、公民科の内容を再編して（「現代社会」

を廃止し、「倫理」と「政治・経済」を選択科目として）、必修

科目「公共」（仮称）が新設される見込みである。その背景には、

「（現行科目は）客観的な知識は断片的に教えているが、パッ

ケージ化した全体像は示されていない」との認識がある。そこで、

これからの高校生は、「現行の科目より実践的で幅広い新科目」

の中で、「自民党のプロジェクトチームが２０１３年６月、「社会

でつまずき、責任ある行動がとれない若者が多い」として、（中

略）学ばせる必要性を指摘」した「規範意識や社会のマナー」、

「選挙権年齢が１８歳以上に引き下げられたことを受け、選挙な

ど政治参加」、「将来、成人年齢が引き下げられるという意見も

踏まえ、社会保障や契約、家族制度、雇用、消費行動といった社

会で必要なことを学ぶ」ことになる(6)。こうした動向について

も引き続き情報を収集し、別稿一それが、続編（その３）となる

可能性もある（７）－を準備することは、（その１）で予告した学

術論文の執筆とともに、筆者の今後の課題である。
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した新教科を設置しこれからの社会で必要な力を育成」

「Guideline」１１月号河合塾全国進学情報センター

２０１５（平成27）年１１月ｐｐ４１－４３

（６）２０１５（平成27）年８月６日付朝日新聞「高校新科目に

「公共」／22年度近現代史も必修」、「「公共」自民

提言に沿う／新指導要領社会マナー必修化」より。

(７）とはいえ、仮に（その３）を著すとすれば、２０１６年４

月に、中教審初等中等教育分科会教育課程部会の下に設け

られた考える道徳への転換に向けたワーキンググループ

（主査＝一ノ瀬正樹・東京大学人文社会系研究科教授、主

査代理＝永田繁雄・東京学芸大学総合教育科学系教授）に

ついて取り上げる方が、継続性の観点から見て、ずっと順

当であろう（当然のことながら、ただそれだけで済むはず

がない）。しかもそこでは、「小学校、中学校の学習指導

要領の改訂（平成27年３月）や、高等学校公民科等におけ

る内容の充実・改善を視野に入れた、高等学校における道

徳教育の在り方について」が、「検討事項」の一つになっ
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ている。そして上記ＷＣは、４回（５月２７日、６月９日、

７月２９日、８月１６日）の審議を経て、８月２６日に、「考

える道徳への転換に向けたワーキンググループにおける審

議の取りまとめ」を公表している。これを含めて、関連す
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る今後の議論の動向や行方を注視していきたい。
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